
 

■ お子さんが利用可能な施設は？ 

保護者がお子さんの保育にあたれない状況かどうか（保育の必要性の有無）により、利用可能な施設が異なります。 

1.保育の必要性  2.お子さんの年齢  3.主な利用可能施設 

 

 

 

 

 

 

※ 保育の必要性とは 

   就労（月 12 日・48 時間以上）、妊娠・出産（分娩予定月とその前後２か月の合計５か月間）、保護者の疾病・障がい、同居又は 

長期入院している親族の介護・看護、就学、求職（最大３か月間）などの理由により、父母それぞれが日中お子さまの保育にあ 

たれない状況をいいます。 

■ 施設の概要 

※ 施設種別の標準的な情報を掲載しています。実態は施設により異なりますので、詳細は各施設にお問い合わせください。 

※ 各施設の情報は「みたかきっずナビ」から検索できます。 

三鷹市子ども育成課 0422-29-9673（直通） 

 
施設種別 

対象年齢 

（4/1 時点） 
標準的な利用時間 

保育の 

必要性 
申込先 保育料 補助制度 

認
可
保
育
所 

認可保育園 

０～５歳 

7：00 ～ 18：00 

7：30 ～ 18：30 

延長保育（～19：30） 

必要 三鷹市 

所得に応じて決定 

０歳児クラス 

月 0～76,000 円 

１，２歳児クラス 

月 0～69,600 円 

３～５歳児クラス 

保育料：無償 

給食費 月 6,000 円 

・第２子以降保育料無償 

・別途減免制度あり 

認定こども園 

（保育認定枠） 

地域型保育施設 ０～２歳 

7：30 ～ 18：30 

9：00 ～ 17：00 

延長保育は要相談 

企
業 

主
導
型 

企業主導型保育所 

０～５歳 

２歳児まで 

の園も多い 

7：30 ～ 18：30 

延長保育は施設による 

必要 

施設 

助成金で 

認可保育所と同等の 

負担額（目安） 

・認可外助成金 

月 5,000～37,000 円 

認
可
外
保
育
施
設 

認証保育所 

施設による 

助成金＋無償化で 

認可保育所と同等の 

負担額（目安） 

＜保育の必要性あり＞ 

・認可外助成金 

月 5,000～67,000 円 

・無償化給付金 

 月 0～42,000 円 

認可外保育施設 

基準を満たす旨の証明あり 

認可外保育施設 

基準を満たす旨の証明なし 
施設による なし 

一
時

保
育 

一時保育 ０～５歳 施設による 

不要 

600 円/時間 

（施設による） 
なし 

幼
稚
園 

幼稚園 
３～５歳 

園により 

満３歳児 

クラスもあり 

9：00 ～ 14：00 

早朝夕方の預かりあり 

（8：00 ～ 18：00） 

補助金＋無償化で 

月 0～5,400 円 

別途入園料や 

実費徴収等あり 

・幼稚園補助金 

 月 6,500～10,900 円 

・無償化給付金 

 月 25,700 円 

＜保育の必要性あり＞ 

・預かり補助１日 450 円 

認定こども園 

（教育認定枠） 

プレ幼稚園 ２歳 
施設によるが短時間 

（週１回２ｈ程度など） 
施設による 

なし 

※満３歳児クラス正式入園

前で、満３歳児クラスと

同等の利用をしている場

合は、補助あり。 

お子さんを預けられる施設をご案内します

あり 

なし 

０～２歳児 

３～５歳児 

０～２歳児 

３～５歳児 

認可保育所 

認可保育所 

一時保育等の子育て支援サポート事業 

幼稚園 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

企業主導型 認可外保育施設 

企業主導型 認可外保育施設 

認可外保育施設 

プレ幼稚園 

↑みたかきっずナビから 

施設情報を確認できます 


